
シリーズ④
考えよう！公共施設等の未来

■問い合わせ　行財政改革推進室
　　　　　　　℡２３-３０２３

今後の公共施設等の対策
　財政負担を軽減・平準化しながら、公共施設等を末長く有効活用し、時代のニーズに
あった行政サービスを提供するため、各施設に次のような手法を検討していきます。

計画策定に向け
パブリックコメントなどを実施します
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　市公共施設等の現状をお知らせします。
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パブリックコメントとは

１  長寿命化
　施設設置後、一定期間で
の 点 検・ 補 修 を 行 い ま す。
修繕箇所の初期発見や修繕
規模の縮小、大規模改修に
よる施設の機能回復・向上
を図り、施設の耐用年数を
延ばし、施設更新費用を抑
えます。

２  整理統合
　　（集約化、複合化等）
　利用状況により同一の施
設の集約化を図ります。
　また、はくた文化学習館（交
流センターと図書館）のよう
に施設に異なる機能を持たせ
て複合化を図り、機能充実に
よるサービス向上や維持管理
費用の軽減を図ります。

３  譲渡・売却
　施設の譲渡・売却を推進
します。
●対象となる施設
・余剰施設　
・遊休施設
・民間等でサービス提供が
　可能な施設
・施設利用が特定の団体に  
　限られる施設　など

　行政が規制の設定や改廃
時などに、原案を公表し、
市民の意見を求める制度。

　公共施設等総合管理計画は、これらの手法により公共施設等をどの
ように維持していくかを示し、次の世代に安全な公共施設等を継承す
るための指針となります。計画策定に向け、今後はパブリックコメン
トなどを実施して皆さんのご意見を聞きながら進めていきます。

▲補強を終えた太平寺橋 ▲文化学習館内にある図書室 ▲民間に譲渡された施設

所在地　広瀬町布部 345-27
開　館　９時～16時30分
休館日　毎週火曜日
　　　　（祝日は翌日休館）
　℡ 0854-36-0880
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お知らせ

企
画
展
『
人
形
作
家 

安
部
朱
美 

三
十
五
年

の
道
程 

‐
今
伝
え
た
い
、
こ
の
思
い
‐
』

広報やすぎ　2016年８月 13


